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第３章 災害廃棄物処理計画

第１節 基本的事項

１ 計画の位置づけ

本計画は、大規模地震や水害等で発生する災害廃棄物の円滑な処理を行うために必要

となる基本的事項を示すものです。本計画を基本として、災害発生後の市民の生活基盤

の早期回復と生活環境の復旧に万全を図るものとします。

なお、本計画は、「災害廃棄物対策指針（平成 30 年 3 月改訂、環境省）」や「鹿島

市地域防災計画（令和 7年 5月改訂）」等を参考にしています。
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２ 対象廃棄物

本計画では、災害発生に伴い平常時に排出されるごみとは異なる対応が必要となる廃

棄物を対象としています。対象廃棄物の概要を以下に示します。

第２節 基本方針

１ 基本方針

災害廃棄物処理の基本方針を以下に示します。

◆関連機関等との円滑な協力体制を確保します。

◆災害時の迅速な対応を図るため、的確な情報収集を行います。

◆災害発生時のごみの排出方法、し尿等の収集日程等を周知徹底します。

◆廃棄物の分別を徹底します。

◆処理にあたっては作業者の安全性を確保します。

２ 組織体制

災害発生時における関連機関等との連携の枠組み（案）を以下に示します。災害発生

時は、本枠組に沿った上で円滑な協力体制を確保します。

対 象 区 分 内 容

家庭系ごみ 一般家庭及び避難所から発生した家庭系のごみ等

粗大ごみ 災害により多量に発生した廃畳・家具類等

がれき類 建物等の撤去に伴い発生したコンクリート・廃木材等

適正処理困難物 平常時に収集しないもの、廃家電、アスベスト等

し尿・浄化槽汚泥 一般家庭及び仮設便所のし尿並びに浄化槽汚泥（以下、「し

尿等」といいます。）
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◇図表〔災害発生時の連携の枠組み（案）〕
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３ 相互応援協定

本市は、市の組織体制を整備するとともに、できるだけ早く正確な被災状況等の情報

を把握し県と共有します。また、周辺自治体と調整し、災害発生時の相互応援協力体制

を整備します。

現在、周辺市町等との災害時の相互応援協定状況は以下のとおりです。

（地域防災計画資料編掲載）

【市町間の相互応援】

・災害相互応援協定都市一覧

・消防相互応援協定都市一覧

【防災関係機関等との相互協力】

・指定地方行政機関との応援協定状況一覧

・民間団体との応援協定状況一覧

なお、その中で災害廃棄物に関連する協定状況は、以下のとおりです。

４ 的確な情報収集の実施

災害廃棄物処理対策の迅速な対応を行うために、下記の被災状況の情報を収集します。

◆建物の被災状況〔地震時〕全壊・半壊等、〔水害時〕床上・床下浸水等

◆ごみ処理施設、し尿処理施設等の被災状況

◆道路網の被害状況

◆利用可能な施設、機材、車両、人員等の状況

◆がれき・粗大ごみ等の発生量の予測及び処理方法及び仮置き場の状況

協定名称 備考

災害時相互応援協定 佐賀県、県内全市町、九州全市、香取市

消防相互応援協定 白石町、嬉野市、太良町、大村市

指定行政機関との応援協定 九州地方整備局

民間団体との応援協定 （社）佐賀県産業資源循環協会

藤鹿地区環境整備事業協同組合
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５ 市民への広報

廃棄物の排出方法を市民に理解してもらうため、災害発生前においてはホームページ

や市報、行政放送等を活用し広報します。

災害時においては、主としてラジオ、防災情報システム、公共の掲示板、広報宣伝車

等を利用して、ごみの排出方法や場所、排出時期や時間、仮置き場の場所及び設置状況、

し尿等の収集依頼方法や収集日程、ボランティア支援依頼方法、市の問合せ窓口等を広

報します。

６ 廃棄物分別の徹底

災害時に発生する廃棄物は多種多様となるため、可能な限り最終処分する廃棄物を少

なくすることを目的に、平常時から分別の徹底を周知します。なお、実際に災害が発生

した場合は、被災の状況に合わせて、分別区分の簡素化を図るなど臨機応変に対応しま

す。

第３節 災害廃棄物処理

１ 仮置き場

災害により大量の廃棄物が発生した場合、処理に長期間を要する場合があることから、

災害の種類、規模に応じて、生活環境保全上支障の無い場所に、選別、保管及び処理を

行う仮置き場を確保する必要があります。

仮置き場の配置は、中継機能等を勘案しながら、被災市民が排出する場所として指定

する仮置き場（一次仮置き場）と保管や分別などの諸作業を行う仮置き場（二次仮置き

場）に分けて設置する必要があります。

仮置き場の選定は、市民の避難場所及び仮設住宅建設場所等の確保と調整を図り、計

画的に選定、確保することとします。

◇図表〔仮置き場設置の考え方〕

対象区分 短期間 中・長期間

設置内容 災害廃棄物を早急に撤去し、処理

や処分を行うために設置

搬入搬出を容易に出来る場所に

設置

災害廃棄物の処理や処分の状

況によって、中長期に渡って保

管等が必要となった場合に設

置

選定場所 公園、グラウンド、公共施設、駐車場、空き地、多目的広場、

校庭、既存の最終処分場
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なお、仮置き場の具体的な選定に際しては、市有地等の公共用地を優先的に使用し、

以下に掲げる点に留意して所管と協議した上で定めることとします。

◆他の応急対策に支障にならない場所

◆環境衛生に支障がない場所

◆搬入・搬出に便利な場所

２ 仮置き場の運営方法

仮置き場の運営は、以下に示す点に留意して行います。

◆搬入・搬出する災害廃棄物を適正に処理します。

◆仮置き場内での作業員や重機等の動線を決め、災害廃棄物を効率的に受け入れます。

◆設定した分別区分に従い、適正な作業を行います。

◆災害廃棄物の処理の優先順位を定め、受入面積を確保します。

◆火災等の事故に十分配慮し、消防との連携を図り、二次災害の発生防止に努めます。

◆粉じん・騒音・悪臭等に配慮した作業を行います。

◆場合によっては、公共水域への汚水防止措置を実施します。

◇図表〔仮置き場のレイアウト（案）〕
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３ 災害時に発生する廃棄物の処理

膨大な災害廃棄物を効率的に適正処理するために、廃棄物収集運搬車両が円滑に走行

できるよう、災害の種類、規模等に応じて運行効率の低下を招かないよう収集運搬体制

を整備します。

①家庭系ごみ（粗大ごみ）の収集・運搬及び処理の方法の基本的な考え方を以下に示し

ます。

◆一時的に大量に発生する廃棄物を保管できる仮置き場を設けます。

◆災害により、被害が想定される場所への収集ルートを検討します。

◆路上の廃棄物を優先的に収集します。

◆腐敗や悪臭を放つ生活系ごみや畳等は早期に処理します。

◆不燃物は、破砕や資源選別を徹底し、埋立処分量を削減します。

②がれき類を下記のとおり分類し、再生利用可能なものはできるだけ活用し、どうして

も使用できないものを焼却処理または埋立処分する方針とします。

【分別区分案】

木材、金属類、畳、布、タイヤ、家電 4品目、その他家電、石・コンクリート塊、有害

廃棄物（アスベスト等）、可燃物及び不燃物、分別不可能な混合物、燃料類、土砂

③適正処理困難物は、基本的には排出者の責任で受入可能な処理施設で処分します。家

電リサイクル法対象品目は、平常時と同様の取り扱いとしますが、災害の状況によっ

ては、仮置き場にて一時保管や収集を行います。

④し尿等の収集運搬・処理方法の基本的な考え方を以下に示します。

◆被害状況を的確に把握し、許可業者との連携を密にし、処理を行います。

◆避難所のし尿等収集は要請に応じ収集を行います。

◆市単独での処理ができない場合は、県・他市町・民間業者に協力を求めます。

◆し尿等の処理は、原則として本市所管のし尿処理施設で行います。

４ 災害廃棄物の推定方法

災害ごみとごみ処理施設の処理能力の関係については、「今後の廃棄物処理施設整備

の在り方（平成 25 年 3 月 29 日、中央環境審議会循環型社会部会）」において「大規模

な災害が発生しても一定期間で災害ごみの処理が完了するよう、広域圏ごとに一定程度

の余裕を持った処理施設や最終処分場の能力を維持し、代替性、多重性を確保しておく

ことが重要である。」とされています。
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災害ごみの試算は、「災害廃棄物対策指針（平成 30 年、環境省）」の推計式に基づ

き試算を行いました。

（1）がれき類の発生量の推計方法

推計式：Ｑ＝Ａ×Ｂ×Ｃ

Ｑ：がれき類の発生量（ｔ）

Ａ：１棟当りの平均延床面積（㎡/棟）

Ｂ：単位延床面積当りのがれき類の発生量（原単位）（ｔ/㎡）

Ｃ：解体建築物の棟数（棟）

（2）災害ごみの予測条件

被害住宅数については、阪神淡路大震災時の被災状況（減失率：23.7％）を参考と

して、本市の住宅数をもとに試算しました。

また、住宅の被災（割合は段階的に、本市の住宅数の 5％、15％、25％が減失する

と想定し、平均延べ床面積は平成 28 年度佐賀県固定資産価格等の概算調書より、佐

賀県平均可燃木造 99 ㎡/棟、非木造 270㎡/棟を採用しました。

◇図表Ａ

次に、被害住宅数のうち、全壊又は半壊の構成比を試算しました。

全壊・半壊の構成比は、阪神淡路大震災時の兵庫県における家屋の被害状況から、

全壊が 45％（111,117 棟÷248,333 棟）、半壊が 55％（137,271 棟÷248,333 棟）と

して試算しました。

本市における被災住宅数の内訳を試算した結果は、◇図表Ｃのとおりです。

単位延床面積当りのがれき類発生量は、「災害廃棄物対策指針（平成 30 年、環境

省）」に示されている値を採用しました。
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◇図表Ｂ

（3）災害ごみの予測結果

前述した条件下で、災害廃棄物の発生量を予測した結果は図表Ｑのとおりです。

◇図表Ｃ 解体建築物棟数 ◇図表Ｑ がれき類の発生量
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（4） 水害廃棄物の予測

（4）-1 水害廃棄物の発生量の予測方法

大規模な水害が発生した場合、一時に大量の粗大ごみ等（以下「水害廃棄物」とい

う。）が発生するため、発生量の推計を行いました。

水害廃棄物の試算は、「災害廃棄物対策指針（平成 30 年、環境省）」の推計式に

基づき試算を行いました。

【水害廃棄物の発生量の推計方法】

推計式：被害住宅数（棟）×1棟当たりの水害廃棄物発生量

（床上浸水 4.62ｔ/棟、床下浸水 0.62ｔ/棟）

（4）-2 水害廃棄物の予測条件及び予測結果

本市は、浸水状態が最大で 2.0～5.0ｍ未満となった際には、市内約 24％が浸水区

域となっています。（鹿島市ハザードマップ）そのため、予測条件としては最大で 24％

が浸水するものとして試算しました。被害住宅の想定ケースは 4つのケースを想定し

て試算しました。予測結果は、以下のとおりです。

◇図表〔水害廃棄物の予測結果〕

鹿島市は、浸水状態が最大で 2.0～5.0ｍ未満の場合、24％が浸水区域

（鹿島市ハザードマップより推計）

（可燃：不燃＝2：8 災害廃棄物対策指針より）

（5）仮置き場の必要面積の算定方法

仮置き場の必要面積の試算方法については、災害廃棄物対策指針及び仙台市震災廃

棄物等対策実施要領を参考に試算しました。

最も被害が少ないケースにおいて、必要となる仮置き場の面積は約 28,000 ㎡と試

算されました。
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◇図表〔災害廃棄物（がれき類及び水害）の予測結果及び仮置き場試算〕

（6） 仮置き場の選定候補となる場所

前述の試算結果を踏まえた上で、現地確認及び庁内関係部署との協議の結果、本市

での仮置き場の選定候補となる場所は以下に示すとおりとなります。

場所 面積 備考

蟻尾山運動公園サブグラウンド 7,000 ㎡

大谷森林公園 6,245 ㎡

大木庭浄水場予定地 17,000 ㎡ 木材のみ可

鹿島市浄化センター 10,387 ㎡

臥竜ヶ岡公園グラウンド 4,900 ㎡

七浦漁港用埋立地（塩屋） 7,500 ㎡

箱崎公有水面埋立地 3,000 ㎡
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５ 最終処分

仮置き場にて分別され搬出された災害廃棄物は、破砕処理等の中間処理を行った後、

できるだけ再利用します。

また、再利用が不可能なものに限り、溶融処理するなどできるだけ減量、減容化した

上で処分場に搬入します。

◇図表〔災害時の廃棄物処理フロー〕

災害廃棄物の処理、処分にあたっては、原則として平常時にごみ処理を行うさが西部

クリーンセンターで行うものとしますが、施設の処理能力の上限や故障等で問題が生じ

た場合、周辺市町や民間業者に協力を求めて、効率的及び計画的に実施する体制を整え

ていきます。

災害廃棄物の処理、処分先の候補地
・さが西部クリーンセンター

・民間廃棄物処理業者


